
格
差
と
貧
困
が
拡
大
す
る
中
で
の
働
く
者

の
困
難
と
、
そ
の
自
立
は
い
か
に
し
て
可
能

か
、
北
海
道
で
の
調
査
・
研
究
成
果
を
ま
じ

え
な
が
ら
書
い
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
の

が
編
集
部
か
ら
の
依
頼
で
あ
る
。
筆
者
が
研

究
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
非
正
規
雇
用
は
、
ま

さ
に
、
自
立
を
可
能
に
す
る
条
件
を
欠
い
た

雇
用
で
あ
る
。
そ
の
是
正
の
た
め
に
は
、
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
くな
日
本
の
労
働
法
制
の
建
て
直
し
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
労
働
組
合
に
よ
る
規
制
の
強

化
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
（
※
１
）。

※
１　

筆
者
の
取
り
組
み
や
研
究
成
果
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（http://w
w
w
.econ.hokkai-s-u.ac.jp/̃m

asanori/
index

）
を
参
照

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
効
果
（
？
）
と
、 

 

問
わ
れ
る
雇
用
の
「
質
」

女
性
の
活
躍
推
進
、
一
億
総
活
躍
社
会
な

ど
華
々
し
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
ぶ
ち
上
げ
ら
れ
、

参
院
選
で
も
、「
就
業
者
数
１
１
０
万
人
増

加
」「
有
効
求
人
倍
率
24
年
ぶ
り
の
高
水
準

（
史
上
初
め
て
47
都
道
府
県
す
べ
て
で
１
倍

超
）」「
若
者
の
就
職
率 
過
去
最
高
」「
給
与

３
年
連
続
で
２
％
水
準
の
賃
上
げ
」
な
ど
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
果
が
喧け
ん
で
ん伝
さ
れ
た
。
も
は

や
、
言
っ
た
も
の
勝
ち
と
い
う
様
相
さ
え
感

じ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
数
値
の
当
否
│
│
正
規
雇
用
に

限
る
と
有
効
求
人
倍
率
は
１
倍
を
下
回
る
こ

と
、
労
働
力
逼ひ
っ
ぱ
く迫
の
背
景
に
は
人
口
減
と
い

う
構
造
問
題
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
賃
上
げ

云
々
は
、
大
企
業
を
中
心
と
し
た
春
闘
の
回

答
状
況
に
も
と
づ
く
数
値
で
あ
る
こ
と
│
│

は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
雇
用
の
問
題
は
、

「
量
」
だ
け
で
な
く
「
質
」
が
問
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
そ
れ
は
、
一
貫
し
て
非
正
規
雇
用
が

増
加
し
（
図
１
）、
か
つ
、
正
規
雇
用
を
中
心

に
過
労
死
予
備
軍
が
広
が
る
現
状
を
ふ
ま
え

て
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

ち
な
み
に
就
職
す
る
も
３
年
以
内
に
辞
め

て
し
ま
う
学
卒
者
の
早
期
離
職
割
合
は
、
ピ

ー
ク
時
に
比
べ
改
善
さ
れ
た
と
は
い
え
、
な

お
高
い
。
と
り
わ
け
北
海
道
で
は
、
高
卒
者

で
48
・
２
％
、
大
卒
者
で
37
・
２
％
と
全
国

平
均
（
40
・
０
％
、
32
・
３
％
）
を
上
回
る

（
以
上
は
２
０
１
２
年
卒
業
者
の
デ
ー
タ
）。

そ
の
背
景
を
さ
ぐ
っ
た
北
海
道
に
よ
る
調
査

（
※
２
）
に
よ
れ
ば
、仕
事
上
の
ス
ト
レ
ス
・

格差と貧困が広がる中で
──非正規雇用問題を中心に──

　働く者の自立を考える

川村雅則　北海学園大学教授
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給
与
・
働
き
方
に
関
す
る
訴
え
が
多
く
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
雇
用
「
量
」
の
改
善
を
自
画

自
賛
（
と
い
う
よ
り
、
我
田
引
水
）
す
る
政

府
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
。

※
２　

北
海
道
経
済
部
労
働
局
雇
用
労
政
課
『
職
場
定
着

に
向
け
た
離
職
状
況
調
査
結
果
報
告
書
』
２
０
１
５
年

３
月
。
18
〜
24
歳
で
は
、「
仕
事
上
の
ス
ト
レ
ス
が
大
き

い
」（
38
・
４
％
）、「
肉
体
的
・
精
神
的
に
健
康
を
損
ね

た
」（
27
・
２
％
）、「
給
与
に
不
満
」（
26
・
３
％
）、「
労

働
時
間
が
長
い
」（
25
・
４
％
）、「
休
日
・
休
暇
が
少
な
い
」

（
25
・
４
％
）
が
上
位
５
つ
で
あ
る
。

公
共
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
広
が
る 

 

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

○
法
の
狭
間
に
落
ち
た
存
在

 

│
自
治
体
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
│　

人
口
当
た
り
の
公
務
員
数
が
少
な
い
日
本

で
は
、
公
共
部
門
で
、
自
立
可
能
な
雇
用
モ

デ
ル
を
積
極
的
に
創
出
し
て
い
く
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
の
だ
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
国
や
自

治
体
財
政
の
悪
化
を
理
由
と
し
た
公
務
員
定

数
の
削
減
と
い
っ
た
行
財
政
改
革
な
ど
を
背

景
に
正
規
の
職
員
数
は
減
ら
さ
れ
、
代
わ
り

に
臨
時
・
非
常
勤
職
員
が
急
増
し
て
い
る
。

12
頁
・
表
は
短
時
間
・
短
期
間
勤
務
者
を
除

く
総
務
省
の
調
査
で
、
２
０
１
２
年
４
月
１

日
時
点
で
60
万
人
に
達
し
て
い
る
（
16
年
の

総
務
省
の
調
査
〔
未
公
表
〕
で
は
、
さ
ら
に

そ
の
数
は
増
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。
そ
し

て
、
そ
の
大
半
（
４
分
の
３
）
は
女
性
で
あ

る
。彼

ら
は
、
恒
常
的
、
基
幹
的
な
業
務
に
従

事
し
な
が
ら
も
、
地
方
公
務
員
法
上
は
、
長

期
で
働
く
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
。

自
治
体
に
よ
っ
て
は
そ
の
こ
と
と
の
整
合
性

を
無
理
矢
理
に
つ
け
る
た
め
に
、
勤
続
年
数

に
上
限
を
設も
う

け
た
り
、
任
期
終
了
か
ら
次
の

採
用
ま
で
の
間
に
一
定
の
「
空
白
期
間
」（
ク

ー
リ
ン
グ
期
間
）
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
、

雇
い
方
・
働
か
せ
方
に
自
治
体
側
の
過
度
な

裁
量
が
容
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
労
使
対

等
の
「
雇
用
」
関
係
で
は
な
く
、
あ
る
者
を

首
長
な
ど
任
命
権
者
が
特
定
の
職
に
就つ

け
る

「
任
用
」
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、民
間
の
非

正
規
労
働
者
で
あ
れ
ば
一
定
の
条
件
を
満
た

せ
ば
撤
回
さ
せ
ら
れ
る
雇
い
止
め
に
は
屈く
っ

せ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
上
に
、
専
門
的
な
仕

事
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
も
含
め
、
彼
ら
の
収

入
は
ほ
と
ん
ど
が
年
収
２
０
０
万
円
未
満
の

世
界
で
あ
る
。
足
元
の
か
か
る
事
態
を
放
置

完全失業率（左目盛）

非正規雇用割合（右目盛）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0.0
1412100806040200989694929088861984

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
（％）

（年）

（％）

図１　完全失業率及び非正規雇用割合の推移
──近年失業率こそ低下しているが非正規雇用割合は一貫して増加──

出所）総務省『労働力調査（長期時系列データ）』より作成。非正規雇用割合は、2001年
までは各年2月の値（『労働力調査特別調査』）で、2002年以降は年平均の値（『労働力
調査詳細集計』）
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し
て
お
い
て
女
性
活
躍
社
会
と
は
噴ふ
ん
ぱ
ん飯
も
の

で
あ
る
。

○
も
う
一
つ
の
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

と
、
公
契
約
運
動

と
こ
ろ
で
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
公
務
員
だ

け
で
提
供
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
民

間
労
働
者
も
そ
の
責
を
担
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
国
や
自
治
体
か
ら
の
発
注
条
件
の
悪
化

で
、
こ
こ
で
も
ま
た
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
が
つ

く
り
出
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
群
の
広
が
り
に
対
し

て
、
こ
こ
北
海
道
に
お
い
て
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

セ
ン
タ
ー
の
垣
根
を
越
え
た
「
な
く
そ
う
！

　

官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
運
動
が
取
り
組

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
国
や
自
治
体

を
一
方
の
当
事
者
と
し
て
結
ば
れ
る
契
約
を

適
正
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
公
契
約
の

適
正
化
運
動
で
あ
る
。
２
０
１
２
年
に
札
幌

市
議
会
に
公
契
約
条
例
案
が
提
案
さ
れ
た
の

を
契
機
と
し
て
始
ま
っ
た
。

詳
細
は
省
く
が
、
自
治
体
に
よ
る
発
注
条

件
の
悪
化
で
、
仕
事
を
受
注
す
る
事
業
者
は

労
働
条
件
の
切
り
下
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

労
働
力
の
確
保
も
困
難
と
な
り
、
業
界
自
体

が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
当
然
、
提

供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
も
悪
影
響
を
及

ぼ
す
。
条
例
制
定
を
通
じ
て
か
か
る
事
態
を

改
善
し
、
暮
ら
し
て
い
け
る
条
件
整
備
を
地

域
に
押
し
広
げ
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
運
動

の
趣
旨
で
あ
る
。
か
か
る
共
同
が
北
海
道
で

は
札
幌
と
旭
川
で
す
す
む
（
※
３
）。

※
３　

旭
川
で
は
、
市
の
発
注
す
る
公
共
工
事
現
場
で
調

査
を
行
っ
た
結
果
、労
働
者
に
支
払
わ
れ
て
い
る
賃
金
が
、

公
共
工
事
の
予
定
価
格
の
積
算
で
使
わ
れ
て
い
る
労
務
単

価
を
大
き
く
下
回
る
水
準
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な

り
、
市
議
会
に
対
し
て
公
契
約
条
例
の
制
定
を
求
め
る
要

望
書
を
２
０
１
６
年
７
月
に
提
出
し
た
。
以
上
の
詳
細
は
、

旭
川
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
研
究
会
『
旭
川
市
の
公
共
工
事
現

場
調
査
報
告
書
』（
２
０
１
６
年
６
月
発
行
）
を
参
照

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
都道府県
政令指定都市
市区町村

（人）

15.4.114.4.113.4.112.4.111.4.1

3,591

685
396396

計 4,672

4,480

803
650

計 5,933

5,795

945
1,319
計 8,059

6,824

993

1,848

7,901

1,183

2,013

計 11,097

計 9,665

出所）総務省「地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に
関する研究会（第１回）」（2016年５月31日配布資料）

出所）表に同じ

表　地方公共団体における職員数の推移
（正規職員と臨時・非常勤職員との比較）

図２　任期付職員の採用状況の推移
（過去５年間）

2005年4月1日
現在

2008年4月1日
現在

2012年4月1日
現在

臨時・非常勤職員数
（Ａ） 約45万6000人 約49万8000人 約60万4000人

正規職員数
（Ｂ） 約304万2000人 約289万9000人 約276万9000人

職員に占める
臨時・非常勤職員の割合
（Ａ）／（（Ａ）＋（Ｂ））

13.0％ 14.7％ 17.9％
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集
団
的
労
使
関
係
の
「
再
構
築
」 

 

に
よ
る
非
正
規
労
働
者
の
自
立

「
女
性
活
躍
」「
一
億
総
活
躍
」
に
つ
づ
き
、

第
３
次
安
倍
再
改
造
内
閣
で
は
、「
働
き
方
改

革
」
が
打
ち
だ
さ
れ
た
。
同
一
労
働
同
一
賃

金
の
実
現
に
よ
る
非
正
規
労
働
者
の
処
遇
改

善
、
長
時
間
労
働
の
是
正
な
ど
の
か
け
声
も

聞
こ
え
て
く
る
一
方
で
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、

派
遣
の
恒
常
的
な
受
け
入
れ
を
可
能
に
し
た

２
０
１
５
年
の
労
働
者
派
遣
法
の
「
改
正
」、

脆ぜ
い
じ
ゃ
く
弱
に
過
ぎ
る
日
本
の
労
働
時
間
規
制
さ
え

も
外
す
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の

導
入
推
進
（
法
案
提
出
）
の
ほ
か
、
解
雇
規

制
の
緩
和
に
向
け
た
議
論
や
労
働
市
場
政
策

の
民
営
化
が
す
す
む
。
富
め
る
者
が
富
め
ば
、

貧
し
い
者
に
も
自
然
に
富
が
滴し
た
たり
落
ち
る
と

す
る
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
理
論
の
虚き
ょ
こ
う構
性
も
あ

ら
わ
に
な
る
中
、
世
界
で
一
番
企
業
が
活
躍

し
や
す
い
国
づ
く
り
を
め
ざ
す
「
改
革
」
の

反
労
働
者
性
を
暴あ
ば

き
、
働
く
こ
と
や
暮
ら
し

を
ど
う
保
障
し
て
い
く
の
か
│
│
09
年
の
政

権
交
代
時
に
人
び
と
が
期
待
を
寄
せ
た
総
合

的
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
す
る
議
論
を
再
燃
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
中
心
的
な
担
い
手
は
労
働
組
合
で
あ

り
、
集
団
的
労
使
関
係
を
土
台
に
し
た
職
場

で
の
取
り
組
み
を
不
可
欠
と
す
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
小
論
の
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て

も
、
働
く
者
が
職
場
で
自
立
す
る
た
め
に
は

（
モ
ノ
を
言
う
に
は
）
労
働
組
合
の
存
在
が
不

可
欠
で
あ
る
。

も
っ
と
も
そ
う
主
張
す
る
に
は
、
非
正
規

労
働
者
を
排
除
し
、
格
差
・
貧
困
を
拡
大
し

て
き
た
「
従
犯
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
既
存
労

組
の
姿
勢
は
き
び
し
く
問
わ
れ
よ
う
。
そ
の

こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
格
差
・
貧
困
の
是
正

は
期
待
で
き
ず
、
な
お
か
つ
い
ま
、
労
働
政

策
の
決
定
過
程
か
ら
労
働
者
の
代
表
を
外
そ

う
と
す
る
動
き
を
本
格
化
し
て
い
る
政
府
の

姿
勢
を
批
判
で
き
ま
い
。
当
事
者
抜
き
に
物

事
を
決
め
る
な
、
と
い
っ
た
、
民
主
主
義
の

強
化
が
こ
こ
で
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

労働組合を結成し、介護職場における理事会の不正をただし、労働
条件の改善を実現──学生を対象とした地域の労働組合による「団
結剣」学習会。講師は札幌地域労組鈴木一副委員長
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